
                                        

変更の届出について 
（指定介護老人福祉施設） 

 
１ 届出を要する変更事項 
  ① 事業所（施設）の名称 
   ② 事業所（施設）の所在地 

   ③ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地 
   ④ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

   ⑤ 登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。） 
  ⑥ 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 
   ⑦ 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所 
   ⑧ 運営規程 
  ⑨ 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 
   ⑩ 併設施設の状況等 
   ⑪ 介護支援専門員の氏名及び登録番号 
 

２ 提出時期 
    所定の事項に変更があったときから１０日以内 

  （介護保険法第８９条） 
 
３ 提出先 

（１）北九州市、福岡市及び久留米市に所在する施設 

   当該施設の所在する市 

（２）（１）以外の施設 

   施設の所在地を管轄する保健福祉環境事務所 
 
４ 提出書類 
（１）事業所（施設）の名称 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款（寄付行為）、若しくは当該内容を決定した際の理

   事会議事録の写し 
    （注）老人福祉法に基づく「老人ホーム事業変更届」が必要 
 
（２）事業所（施設）の所在地 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 
     （注）老人福祉法に基づく「老人ホーム事業変更届」が必要 
 
（３）申請者の名称及び主たる事業所の所在地 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 
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（４）代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更内容が確認できる法人の登記簿謄本、定款、若しくは当該内容を決定した際の理事会議事録の

   写し 

  ④誓約書（欠格事由） 

  ⑤誓約書（暴力団） 
 
（５）登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。） 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 
  ③登記事項証明書、条例等の写し 
 
（６）事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 
  ③変更面積等比較表（該当項目のみ記載すること） 
  ④建物の立面図（変更前及び変更後：Ａ４又はＡ３サイズ） 
  ⑤建物の平面図（変更前及び変更後：Ａ４又はＡ３サイズ） 
   （注）当該建物建設費・整備費等に補助金が含まれている場合は、補助金適正化法に基づき、財産

     処分等の申請承認が必要になる場合があるので事前に相談すること。 

 
（７）事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 
  ③管理者変更を決定した際の理事会の議事録の写し 
  ④管理者の資格を証する書類(資格証、経歴書又は講習修了証） 
  ⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 高齢５－１）・・管理者分のみ 
  ⑥誓約書（欠格事由） 
  ⑦誓約書（暴力団） 
   （注）介護老人福祉施設の管理者(施設長）については、 
      ①社会福祉主事の資格を持っている。  
      ②社会福祉事業に２年以上従事した経験がある。 
      ③厚生労働省指定の「社会福祉施設長資格認定講習」を修了している。 
            のいずれかを満たす必要がある。 
       
（８）運営規程 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更前・後の「運営規程」（利用料のみ変更は、変更前・後の利用料一覧表のみでも可） 
   （注）変更箇所を蛍光ペン（黄色）で色づけすること。 

  ④ (入所定員が変更となる場合）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 
    （注）入所定員が変更となる場合、老人福祉法に基づく「入所定員変更認可」が必要 
    （注）職員の定数や職務内容を変更する場合、施設の運営方針を変更する場合は、老人福祉法に基

     づく｢老人ホーム事業変更届｣が必要 
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（９）協力医療機関・協力歯科医療機関 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更後の「協力医療機関・協力歯科医療機関等一覧」 

  ④契約書等の写し 
 
（10）併設施設の状況等 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③変更後の「併設施設の概要」 
 
（11）介護支援専門員の氏名及び登録番号 
  ①変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

  ②変更理由書(届出書の記載内容で理由が確認できれば不要） 

  ③当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧(別紙３） 

  ④介護支援専門員の資格書の写し（「４０」で始まる番号の記載されたもの） 
 
５ 根拠法令 
  ① 介護保険法(平成９年法律第１２３号) 
    (変更の届出) 
    第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があっ

     たときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

     い。 
 
  ② 介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号) 
    (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等) 
    第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げ
     る事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を所管する都道府県知事に提出
     しなければならない。 
     一 施設の名称及び開設の場所 
     二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 
     三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 
     四 開設者の登記事項証明書又は条例等 
     五 特別養護老人ホームの認可証等の写し 
     六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 
     七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 
     八 入所者の推定数 
     九 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 
     十 運営規程 
     十一 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
     十二 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 
     十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する

       場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人

       福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に

       規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 
     十四 法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを

       誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。) 
     十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 
     十六 その他指定に関し必要と認める事項 
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    ２ 法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第
     一項各号(第三号及び第十六号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該
     指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 
     一 現に受けている指定の有効期間満了日 
     二 誓約書 
    ３ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第
     一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の
     提出を省略させることができる。 
    (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等) 
    第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る
     事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更が
     あったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事
     に届け出なければならない。 
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